
受　付 　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日  第　　 　号
主務 課員 次長 決裁

許　可 　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日  第　　　 号

　　　福　山　市　長　　様

　

　　　福山市市民交流センター条例（平成１７年条例第６７号）第５条の規定により，

　　　次のとおり，福山市うつみ市民交流センターの使用を申請します。

申 請 者 住 所 団 体 名

申 請 者 名 前 電 話 番 号

使 用 責 任 者 使用予定人数 人

行 事 名

行 事 内 容

収　容
人　員

午　前
9:00～12:00

午　後
13:00～17:00

夜　間
18:00～22:00

昼　間
9:00～17:00

昼　夜　間
13:00～22:00

全　日
9:00～22:00

使用料

多 目 的 ホ ー ル 340人 1,560円 2,080円 2,610円 3,130円 4,180円 5,230円
円

第 １ 研 修 室 27人 510円 620円 620円 1,030円 1,240円 1,560円
円

第 ２ 研 修 室 15人 310円 310円 310円 510円 620円 820円
円

調 理 実 習 室 30人 830円 930円 930円 1,670円 1,860円 2,500円
円

円
×200％ ＝

　□　減免率100％（無料）　□　減免率30％

□多目的ﾎｰﾙ（510円）　□第１研修室（100円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□第２研修室（50円）    □調理実習室（100円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

［□ 拡声装置（1,030円）　□ ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ（1,560円）］ ×　　　　 区分

　□ 持込電源（100円×　　　　　　　　kw）

※太枠内を記入してください。

備考

受付簿： システム：

この申請書は内海支所で保管します。

沼支－2023.10.02 A4

登録番号　Ｔ７－００００－２０３４－２０７６

使　用　許　可　申　請　書
（福山市うつみ市民交流センター）

  年　   　月    　日

（　　　　　　　）　　　　　　　－　　

□一般利用　　□認定団体　　□営利・営業目的

附属設備及び
器具類使用料 円

使 用 日 時

年　　月　　　日　（　　　）　　～　                  年　　月　　　日　（　　　）

　時　　　　　分　　　～　　　　　　時　　　　分

割増使用料 （営利営業）
円

減　免　額
円

小　　計
円

冷暖房装置使用料 ×　　　　時間
円

使用料合計（税込）
10％対象額 円

内消費税額
円

前納使用料合計
円

追加使用料合計 時間 × 130％
円

使用区分

使用場所


